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子どもたちの未来がより豊かなものになることを願って

子どもは、読書を通じて言葉の意味や使い方を習得していきます。それにより習得した言葉は、知恵や

思索の源になり、さらに主体的・能動的に考える原動力になります。また、深く心に残る読書の経験は、

豊かな情緒や繊細な感性を育み想像力や集中力を高めるなど、子どもの読書は、子どもが人生をより深く

生きるための力を身に付けていく上で必要なものです。さくら市教育委員会では、子どもの心を育ててい

くための指針の一つとして「さくら市子ども読書活動推進計画」を策定しています。

近年の子どもたちを取り巻く環境（新型コロナウイルス感染症の感染拡大やICT環境の整備、スマート

フォンの普及等）は日々大きく変化しており、子どもの読書活動にも影響を与えていると考えられます。

そのため、これまでの成果と課題を検証するとともに、社会状況や子どもの読書状況の変化、国や県の計

画の趣旨を踏まえ、すべての子どもたちがあらゆる機会と場所において自主的に読書活動を行うことがで

きるよう、「第三次さくら市子ども読書活動推進計画」を策定しました。

また、本市の10年先を見据えた中長期的な目標として、「第２次さくら市総合計画」においても、知性

と豊かな心を育むために子どもの読書活動を推進しております。

子どもの読書活動を推進するためには、あらゆる機関が連携・協力し、横断的な取組が行われることが

必要不可欠であります。みなさんのご協力もいただきながら様々な取組を展開するとともに、さくら市の

4読活動（朝読、家読、すきま読書、チャレンジ読書）も継続して推進し、本市の子どもたちの読書活動

が習慣化され、より豊かな心と広い視野を持った人になっていくことを期待します。

結びに、この計画の策定にあたり、貴重な御意見と御提言をいただいたさくら市子ども読書活動推進計

画策定委員会委員の皆様をはじめ、アンケート調査に御協力いただいた多くの皆様や関係機関の皆様に深

く感謝申し上げますとともに、より一層の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和６年３月

さくら市教育委員会 教育長 橋本 啓二
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第１章 計画策定にあたって

１ 計画策定の趣旨

読書は子どもにとって、豊かな情操や感性、思いやりの心を育むとともに、想像力や思考力を高める

など健やかな成長のために欠かせないものといえます。さらに、読書は、大人にとっても、生涯を通し

て知性と心を育て、心豊かに過ごすために欠かすことのできないものであり、また、次の世代に読書活

動の意義や楽しさなどを伝えていくことも大切な役割です。

読書活動を推進するためには、すべての子どもがあらゆる機会と場所において自主的に読書活動を行

うことができるよう、社会全体で環境の整備を進めていく必要があります。

近年の世界的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大や、GIGAスクール構想による学校のICT環境の

整備等により、子どもたちを取り巻く環境は大きく変化しており、子どもの読書活動に影響を与えてい

る可能性も考えられます。

このような状況を踏まえ、時代の変化にも対応しながら本市の子ども読書活動の推進に関する施策と

取組を総合的かつ計画的に推進していくために、第三次さくら市子ども読書活動推進計画を策定するも

のです。

２ 国及び県の動向

平成13年12月に「子どもの読書活動の推進に関する法律（平成13年法律第154号）」が制定されました。

この法律は、「子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務

等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子ども

の読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資するこ

と」を目的としています。

この法律に基づき、国においては、平成14年8月に「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」

が策定され、その後おおむね5年ごとに計画を変更し、令和5年3月には第五次基本計画が策定されていま

す。また、子どもの読書活動の推進に関する第四次基本計画が閣議決定された平成30年4月以降、「視覚

障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」（令和元年法律第49号）の制定、第6次「学校図書館図

書整備等5か年計画」の策定を通し、すべての子どもがあらゆる機会と場所において自主的に読書活動を

行うことができるよう、社会全体で環境の整備が進められているところです。

さらに、第4期教育振興基本計画（令和5年6月16日閣議決定）では、16項目ある教育政策の目標の中の

「2.豊かな心の育成」において「読書活動の充実」が基本施策として掲げられています。

栃木県においては、平成16年2月に「栃木県子どもの読書活動推進計画」が策定され、令和6年3月には

全ての県民を対象とした「栃木県読書活動推進計画」が策定される予定です。
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※ 子ども読書活動の推進に関する国・県・市の取組

３ 計画の位置づけ

本計画は、「子ども読書活動の推進に関する法律」第4条及び第9条第2項の規定に基づき、国の基本

的な計画及び栃木県の推進計画を基本とします。また、本市の「第２次さくら市総合計画」、「第二次さ

くら市生涯学習推進計画」、「さくら市教育全体構想」との整合性を図りながら、施策の方向性や取組等

を示していくこととします。

年月 国 県 市

平成13年12月 「子どもの読書活動の推進に関する法律」施行

平成14年 8月 「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」策定

平成16年 2月 「栃木県子どもの読書活動推進計画」策定

平成17年 7月 「文字・活字文化振興法」施行

平成18年12月 「教育基本法」改正

平成19年 3月 「さくら市子ども読書活動推進計画」策定

平成19年 6月 「学校教育法」ほか教育３法改正

平成20年 3月 「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（第二次）」策定

平成20年 6月 国民読書年に関する国会決議、「図書館法」改正

平成21年 3月 「栃木県子どもの読書活動推進計画（第二期）」策定

平成25年 5月 「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（第三次）」策定

平成26年 3月 「栃木県子どもの読書活動推進計画（第三期）」策定

平成27年 4月 「学校図書館法」改正

平成30年 4月 「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（第四次」策定

平成31年 3月 「栃木県子どもの読書活動推進計画（第四期）」策定 「さくら市子ども読書活動推進計画（第二次）」策定

令和元年 6月 「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」施行

令和4年 1月 第6次「学校図書館図書整備等5か年計画」策定

令和5年 3月 「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（第五次）」策定

令和6年 3月 「栃木県読書活動推進計画」策定 「さくら市子ども読書活動推進計画（第三次）」策定

子どもの読書活動の

推進に関する法律

さくら市子ども読書活動推進計画

栃木県読書活動

推進計画

国の子どもの読書活動の

推進に関する基本的な計画

さくら市総合計画（後期基本計画）

さくら市生涯

学習推進計画

基本

部門別計画

整合

さくら市教育

全体構想

整合

基本

教育大綱

教育振興基本計画
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４ 計画の期間

本計画の期間は、令和6年度から令和10年度までの5年間とします。

５ 計画の対象

本計画の対象は、0歳からおおむね18歳までの子どもとします。

なお、保護者や子どもの読書活動に関わる市民ボランティア等の大人も、子どもの読書活動の推進に

大きな影響を与えることから、本計画の対象とします。

年度

計画
Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13

市

【基本構想】

第２次さくら市総合計画

【後期基本計画】

教育大綱・教育振興基本計画

第二次さくら市生涯学習

推進計画【後期計画】

第三次さくら市子ども読書

活動推進計画

国
子供の読書活動の推進に関

する基本的な計画【第五次】

県

栃木県子どもの読書活動推

進計画【第四期】

栃木県読書活動推進計画

H28～

R1～

※対象の発達段階区分について

本計画では、下記のとおり発達段階を区分し、その特徴に応じた取組を進めることとします。

乳幼児期･･･おおむね6歳頃まで

小中学生期･･･おおむね6歳から15歳まで

高校生期･･･おおむね15歳から18歳まで
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第２章 これまでの取組の成果と課題

１ さくら市子ども読書活動に関するアンケート調査結果

本市では、平成19年3月の第一次計画の策定以降、家庭･地域･図書館･学校等において、子どもの読

書活動推進のための様々な取組を行ってきました。

今回、第三次計画の策定にあたり、令和5年7月に、小･中･高等学校の児童・生徒及び保育園･幼稚

園の5歳児の保護者を対象にアンケートを実施し、子どもの読書活動の現状を調査しました。ここで

は、読書活動に関係するアンケート結果の一部を抜粋し、子どもの読書活動に関する現状と課題を分析

しました。

(1) 小・中・高等学校へのアンケート調査結果

◆ 本を読むことが好きですか？（１つ）

※ 「本を読むことが好きですか？」との質問では、「好き」「どちらかといえば好き」をあわせた

回答が、小学2年生では86.3%、小学5年生では88.7%、中学2年生では75.3%、高校2年生では

74.6%と、すべての学年で7割を超えています。小学生は目標値（85%）を上回り、中学生・高校生

好き
どちらかといえ

ば好き

どちらかといえ

ば嫌い
嫌い

小２ 160 74 27 10

小５ 210 99 28 11

中２ 148 135 75 17

高２ 66 95 39 16

合計 584 403 169 54

対象 配布数（人） 回収数（人） 回収率

小学２年生 373 271 72.7%

小学５年生 416 348 83.7%

中学２年生 405 376 92.8%

高校２年生 240 216 90.0%

５歳児保護者 326 214 65.6%

合計 1,760 1,425 81.0%

59.0%

60.3%

39.4%

30.6%

27.3%

28.4%

35.9%

44.0%

10.0%

8.0%

19.9%

18.1%

3.7%

3.2%

4.8%

7.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小２

小５

中２

高２

好き どちらかといえば好き どちらかといえば嫌い 嫌い

(単位：人）
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は目標値（80%）を下回る結果となりました。より子どもの視点に立った読書活動の推進を行うこと

が求められています。

◆ 最近１か月でどのくらい本を読みましたか？（１つ）

※ 「最近1か月でどのくらい本を読みましたか？」との質問では、小学2年生では「3～4冊」、小学

5年生では大きな特徴はみられず、中学2年生と高校2年生では「1～2冊」が最も多い回答となって

います。

また、「0冊」と答えた児童・生徒は、小学5年生の2.3%が最も低くなっていますが、中学・高校

と学年が上がるにつれ割合が高くなる傾向がみられます。

（単位：人）

０冊 1～2冊 3～４冊 5～7冊 8～10冊
11～20

冊
21冊以上

小２ 8 47 55 34 44 50 33

小５ 8 45 61 48 59 63 64

中２ 37 169 83 40 25 15 7

高２ 73 109 20 8 3 3 0

合計 126 370 219 130 131 131 104

3.0%

2.3%

9.8%

33.8%

17.3%

12.9%

44.9%

50.5%

20.3%

17.5%

22.1%

9.3%

12.5%

13.8%

10.6%

3.7%

16.2%

17.0%

6.6%

1.4%

18.5%

18.1%

4.0%

1.4%

12.2%

18.4%

1.9%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小２

小５

中２

高２

０冊 1～2冊 3～４冊 5～7冊 8～10冊 11～20冊 21冊以上
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(2) 保護者へのアンケート調査結果

◆ 本が好きな子どもに育てるには、どのようなことが必要だと思いますか？（２つまで）

※ 「本が好きな子どもに育てるには、どのようなことが必要ですか？」との質問では、「家庭での読書

の習慣づけ」が86.0%、「大人が読書する姿を見せること」が45.3%という結果になっています。

本が好きな子どもに育てるためには、大人の関わりが大切であると認識している保護者の割合が高

いことがわかります。

◆ お子さんに、読み聞かせをしますか？（１つ）

※ 「お子さんに、読み聞かせをしますか？」との質問では、「よくする」「ときどきする」をあわせ

た回答が77.6%であり、アンケートに答えた家庭の7割以上で読み聞かせが行われていることがわか

ります。

引き続き、家庭での読書が習慣となるような働きかけを行うことが必要であるといえます。

(単位：人)

家庭での読書の習慣づけ 184

大人が読書する姿を見せること 97

保育園・幼稚園等での働きかけ 87

市の図書館（氏家図書館・喜連川図書館）での働きかけ 5

その他 3

(単位：人)

よくする 68

ときどきする 98

あまりしない 38

しない 10

86.0%

45.3%

40.7%

2.3%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家庭での読書の習慣づけ

大人が読書する姿を見せること

保育園・幼稚園等での働きかけ

市の図書館（氏家図書館・...

その他

①

31.8%

②

45.8%

③

17.8%

④

4.7%

①よくする

②ときどきする

③あまりしない

④しない
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２ これまでの子どもの読書活動に関する主な取組の状況

第一次計画（平成19年3月）では、子どもの読書活動の推進を図るため、「家庭、地域、学校等に

おける読書活動の推進」、「読書活動を推進するための施設、設備等諸条件の整備充実と連携」、「読書

活動推進体制の整備・充実」の3項目を基本目標として、市民一人あたり年間6点（市立図書館での

図書資料貸出）を目標に、本市の子どもが自主的かつ自由に読書活動を行うことができるような取組

を行いました。第一次計画の成果と課題から、年代にあった読書活動の推進が必要と考えられ、子ど

もが幼少期から読書の楽しさを体感し、読書への関心を高めるための取組の充実が求められていま

す。子どもが読書を好きになり、あらゆる機会と場所において自主的に読書に親しむ習慣が確立でき

るよう、平成31年3月に第二次計画を策定し、3項目の基本方針に基づいた取組を行っています。

(1) 「家庭、地域、学校等における子どもの読書活動の推進」に関する取組

① 家庭における子どもの読書活動の推進

子どもの読書は日常の生活を通じて行われるものであり、読書習慣を形成する上で家庭の果たす役

割は非常に大きいため、家庭の中で読書に親しめる機会を増やし、子どもの読書への興味関心を引き

出す活動に取り組んでいます。

・ ブックスタート事業

赤ちゃんと保護者が絵本を通して「楽しいひととき」を持つことを応援するため、10か月児健診時

に、絵本2冊としおりの無料配布や絵本の紹介を行っています。※令和5年度配布絵本「あっぷっぷ」

「バナナです」

② 地域・市立図書館における子どもの読書活動の推進

氏家図書館と喜連川図書館が連携して、地域における子どもの読書活動の推進において中心的な役

割を果たすよう、年間を通じて、読み聞かせを中心とした、子どもに読書の楽しさを伝える事業を実

施しています。また、児童センター・保健センター・放課後子ども教室等の子どもや保護者が多く集

まる施設等でも子どもが本に出会う機会が少しでも多くなるような活動に取り組んでいます。

「ブックスタートえほんのしおり」の表紙 ブックスタートのえほんを配布する様子
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・ 図書館だより

平成29年度から定期的（年4回）に「子ども図書館だより」を発行して全児童に配布することによ

り、子どもの読書意欲を向上させるための情報を発信しています。

・ イベントの開催

来館のきっかけづくりとして、「図書館まつり」や「ぬいぐるみのおとまり会」等のイベントを定期

的に開催しています。「図書館まつり」は、平成27年度から実施しています。

・ 団体貸出

様々な本にふれあう機会を提供するため、市内幼稚園、保育園、小学校及び児童センター等へ、絵本・

児童書の貸出を定期的に行っています。また、令和3年10月からは児童センターへの団体貸出におい

て、利用促進を図るため、おすすめ本にポップをつけて貸出をしています。

※ 団体貸出の状況（令和4年度）

貸出団体 年間貸出冊数

小学校等（7団体） 19,260

保育園（14団体） 15,720

児童センター等（5団体） 6,240

介護福祉施設（1団体） 420

貸出団体（27団体） 合計 41,640

図書館まつり ぬいぐるみのおとまり会
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・ 図書館ボランティア等の育成支援

図書館ボランティアや自主活動グループは、図書館等を会場に、子どもが読書に親しむ機会を提供す

るなど、子どもの自主的な読書活動の支援を行っています。市立図書館では、子どもが読書に親しむ活

動の場を増やしていくため、これらの団体の育成と支援に努めています。

※ 図書館ボランティア登録団体（子ども読書活動関連団体のみ掲載）（令和4年度）

・ 絵本のしおり、絵本コーナー

発達段階に応じておすすめの絵本を紹介するしおりを作成し、絵本を選ぶための一助となるよう図

書館内のおすすめ絵本のコーナーに配置しています。また、絵本コーナーにブックスタートで紹介した

絵本を設置し、展示・貸出を行っています。

活動区分 団体名 会員数 結成年月 活動内容

おはなし
ボランティア

アリスの会 22人 平成6年12月
氏家図書館を拠点とした読み聞かせ活動のほか、各小学

校で朝の読み聞かせを行っている。また、語りやわらべう

た、氏家の昔話等の口承文化の継承と普及に努めている。

バーバママ 6人 平成10年10月
毎月第1･3･5土曜日に喜連川図書館を拠点として、読み

聞かせ活動を行っている。

民話の語り
ボランティア

さくら民話の会 8人 平成24年1月
小学校で朝の時間に語りをしている。また、市立図書館

を会場に、大人向けの民話語りを行っている。夏休みには、
子どもを対象とした語りをしている。

小学校おはなし
ボランティア

喜連川小学校
地域応援隊

19人 平成23年4月
毎月（8月除く）小学校で朝の時間に、読み聞かせを

行っている。年1回国語の時間に、小学1･2年生を対象
に昔話を行っている。

図書館ボランティアによるおはなし会 図書館ボランティアによるおはなし会

（氏家図書館） （喜連川図書館）
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③ 学校における子どもの読書活動の推進

各小中学校では、学校図書館司書教諭や学校図書館教育担当教諭、学校図書事務員を中心として、

校内外で研修会を開催するとともに、県や各種機関等が主催する読書活動関連の研修会等に積極的に

参加し、子どもの読書意欲の向上を図るための方策の充実に努めています。

・ 朝の読書タイム

各学校において、朝の時間に週１、2回程度の読書タイムを設定しています。また、読書タイムのな

かで、地域ボランティア等と協力し、読み聞かせを定期的に行っています。

・ 学校図書館だより

児童・生徒に学校図書館を身近に感じてもらい、子どもの読書意欲を向上させるため、「学校図書館

だより」を定期的に発行し、児童・生徒へ配布しています。

・ 特別活動

各学校で読書月間（週間）を設けて、図書委員会によるイベント（読み聞かせ、しおりコンテスト、

POPづくり、ビブリオバトル等）や教職員等による図書の紹介を行い、児童・生徒の読書への関心を高

めています。

・ 冊子の作成

各学校の図書事務員が「子どもたちに少しでも本を手に取ってもらいたい･･･、読んでもらいたい･･･」

という思いから選んだ100冊を、ジャンルごとに体のパーツにたとえてまとめた「ぼく わたしをつく

る100冊」を平成29年度に作成し、児童に配布し、読書活動の推進を図っています。

④ 保育園・幼稚園等における子どもの読書活動の推進

保育園・幼稚園等では、絵本やおはなし等に親しみ、興味を持って聞き、想像する楽しさを味わう

ことができるよう、次のような施策の推進を図っています。

・ ボランティアによる読み聞かせ

各園では、発達段階に応じた絵本の読み聞かせを行っています。また、地域ボランティアによる読

み聞かせも行っています。

朝の読書タイム 児童による読み聞かせ
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(2) 「子どもの読書活動を支える環境の整備」に関する取組

① 市立図書館の読書環境の整備・充実

読書活動を推進するためには、いつでも身近な所に本があり、楽しく読書ができる環境を整備す

ることが大切です。このため、誰でも自由に利用できる市立図書館には、充実した資料と設備、そ

して専門的な知識を持つ職員の配置やその資質の向上が望まれているため、次のような施策の推進

を図っています。

・ あかちゃんタイム

泣き声等を気にせず親子で気軽に利用してもらえるように、第1・3木曜と毎週土曜の午前9時か

ら正午までを、あかちゃんタイムとして設定しています。また、氏家図書館では、この時間に合わせ

て、第3木曜日にあかちゃん向けのおはなし会を実施しています。

・ 児童書の整備充実

子どもたちのニーズに基づいた児童書等の収集に努め、令和2年度から小学校で英語が必修化さ

れたことに伴い、英語絵本の収集を積極的に行っています。館内には、YA（ヤングアダルト）コー

ナーを設置し、中高生向け図書の展示を常時実施しています。また、平成28年1月から電子図書

館（電子書籍）サービスを開始し、期間限定で児童書の読み放題パックを導入するなど整備の充実

に向けて、様々な取組を行っています。

あかちゃんタイム ＹＡ（ヤングアダルト）コーナーの設置

先生による保育園での読み聞かせの様子
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② 学校図書館の読書環境の整備・充実

学校図書館は、単に本を読むだけの施設ではなく、子どもの自発的、主体的な読書活動を支援する

ことが求められているため、次のような施策の推進を図っています。

・ 学校図書事務員等の配置

各学校に学校図書事務員を配置し、学校図書館司書教諭や学校図書館教育担当教諭とともに、児

童・生徒の読書活動の推進と学校図書館の利用促進を図っています。

・ 図書の貸出

各学校において、児童・生徒が学校図書館の機能を理解するとともに図書館資料の有効活用を図る

ため、図書の貸出を行っています。また、市立図書館からの団体貸出を効果的に活用し、児童・生徒

への図書貸出の充実を図っています。

・ 各種研修等

各学校では、学校図書館教育担当教諭及び図書事務員（学校司書）が学校図書館教育や読書活動推

進に関する研修会に参加し、情報の収集や読書活動の充実を図っています。また、市外研修では、子

供の読書活動優秀実践校として表彰された学校の視察等を行っています。

③ 保育園・幼稚園等における読書環境の整備・充実

保育園・幼稚園等において、子どもたちが絵本や童話等の読み聞かせを通じて、イメージを豊かに

すること、想像して楽しむことを経験するなど、生涯にわたる読書習慣の基礎づくりとなるよう、次

のような施策の推進を図っています。

・ 図書コーナーの環境整備

市立図書館からの団体貸出により絵本等の充実を図り、乳幼児が自由に絵本を取って見ることの

できる読書環境づくりに努めています。また、家庭で親子が積極的に絵本に親しむことができるよ

う図書の紹介等を推進しています。

市外研修 図書事務員研修
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(3) 「子どもの読書活動に関する普及啓発の推進と推進体制の整備」に関する取組

① 普及啓発の推進

本計画における施策を市民等に広く周知するため、市及び関係機関のホームページやイベント等を

利用して情報を発信し、啓発に努めています。

・ 「子ども読書の日」等における啓発

「子ども読書の日」を中心として、子どもだけでなく大人も参加できるイベントや企画展示等を

実施しています。

② 関係機関との連携・協力

市立図書館、学校図書館、図書ボランティア等、「子ども」と「読書」に携わる関係者それぞれが各

自の役割を果たしていくため、関係機関、団体等との連携を図っています。

・ 子ども読書活動支援会議の開催

関係機関、団体等と連携し、子どもの読書活動の推進を図るとともに関係者の情報交換の場を設け

るため、毎年会議を開催しています。

③ 推進体制の整備・充実

本計画における施策を確実に実施するため、必要な財政上の措置をとり、関係機関等の活動に施策

が反映されるように努めています。

・ 図書館協議会

本計画の適切な推進を図るため、学識経験者、社会教育関係者等で組織する図書館協議会におい

て、計画の進行管理や実施状況の点検、指標の評価を行っています。

「子ども読書の日」企画展示 さくちゃんからの挑戦状

子ども読書活動支援会議 図書館協議会






























